
冬トクぷらん（家庭用温水暖房契約）冬トクぷらん（家庭用温水暖房契約）冬トクぷらん（家庭用温水暖房契約）

ご家庭で都市ガスによる“温水暖房”をご使用中のお客さまを対象としたおトクなガス料金プラン！

冬季の5か月間（12月～4月検針分）において、ご使用量が24㎥以上の場合、一般料金よりも

おトクになります。

温水暖房とは

暖房機能のある給湯器で作った温水を循環させ、その熱を利用してお部屋を暖める暖房機器です。
お部屋の中で燃焼しないため、お部屋の空気はクリーンなまま、イヤなニオイが発生しません。

床暖房 ルームヒーター パネルヒーター 浴室暖房乾燥機

※ガスファンヒーターは対象外です。

どのくらいおトクになるの？

月額
１5，675円

月額
18，353円

2,678円もおトク！

12月～4月検針分の平均ガス使用量（113㎥/月）で比較すると・・・

冬トクぷらん料金表（消費税込）

お申し込みについて

上越市ガス水道局 経営企画課 営業開発係 025-522-5514

適用期間
使用量

区分
基本料金

基準単位

料金

12月～4月

0～150㎥ 1,496.0円 125.48円

151㎥～ 2,178.0円 120.95円

5月～11月 一般契約の料金が適用になります。

適用条件

①住宅または併用住宅（店舗等）でガス温水暖房をご使用になること。

②都市ガスを熱源とするガス温水暖房をご使用していること。

③設置されているガスメーターの能力が16㎥/h以下であること。

申込方法

「冬トクぷらん」の適用をご希望されるお客さまは、担当窓口にお問い合わせください。

適用条件、ご使用になっているガス機器の確認等をさせていただきます。その際、

設置確認のためにお客さま宅を訪問させていただく場合があります。

その他

「冬トクぷらん」を解約または一般契約へ変更された場合、解約日または変更日より

１年以内は本契約を含む他の選択契約のお申し込みはお受けできません。

（増改築等による一時的な不使用の場合を除きます。）
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